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 岡山シルバーデイサービスセンター 

ご利用料金表 

＜通所介護サービス利用料金＞ 

１．普通規模型通所介護費（７級地 １単位＝１０.１４円） 

 

 

３時間～４時間利用 

介護保険単位数 

４時間～５時間利用 

介護保険単位数 

５時間～６時間利用 

介護保険単位数 

要介護１ ３６８単位 ３８６単位 ５６７単位 

要介護２ ４２１単位 ４４２単位 ６７０単位 

要介護３ ４７７単位 ５００単位 ７７３単位 

要介護４ ５３０単位 ５５７単位 ８７６単位 

要介護５ ５８５単位 ６１４単位 ９７９単位 

 

 

 

６時間～７時間利用 

介護保険単位数 

７時間～８時間利用 

介護保険単位数 

８時間～９時間利用 

介護保険単位数 

要介護１ ５８１単位 ６５５単位 ６６６単位 

要介護２ ６８６単位 ７７３単位 ７８７単位 

要介護３ ７９２単位 ８９６単位 ９１１単位 

要介護４ ８９７単位 １０１８単位 １０３６単位 

要介護５ １００３単位 １１４２単位 １１６２単位 

*同一建物に対する減算・・・所定単位数から９４単位/日を減算し算定します 

*送迎が実施されない場合に対する減算・・・所定単位数より(４７単位/片道）を減算します 

２．加算項目（７級地 １単位＝１０.１４円） 

入浴介助加算(Ⅰ) ４０単位/回 
入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有

して、入浴を行う。 

口腔・栄養スクリーニング

加算（Ⅰ） 
２０単位/回（6 月に１回） 

利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康

状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を担

当する介護支援専門員に提供する。 

科学的介護推進体制加算 ４０単位/月 

利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知状

況その他利用者の心身の状況等の係る基本的な情報を

厚生労働省に提出し、必要に応じて指定通所介護の提

供に当たって情報を活用する。 

サービス提供体制強化加算 

（Ⅰ） 
２２単位/日 

介護職員の総数のうち、介護福祉祉士の占める割合が

１００分の７０以上である事を満たしている為。 

サービス提供体制強化加算 

（Ⅱ） 
１８単位/日 

介護職員の総数のうち、介護福祉祉士の占める割合が

１００分の５０以上である事を満たしている為 

若年者認知症受け入れ加算 ６０単位/日 
６４歳以下の若年性認知症と認められた方が対象とな

ります。 

                               

＜介護予防通所サービス利用料金＞ 

１．介護予防通所サービス費（７級地 １単位＝１０.１４円） 

要 介 護 度 介護予防単位数 

事業対象者 １６７２単位/月 

要支援１ １６７２単位/月 

要支援２ ３４２８単位/月 



 2 

*同一建物に対する減算・・・所定単位数から、事業対象者・要支援１(３７６単位)/月、要支援２（７５２単位）

/月を減算します 

２．加算項目（７級地 １単位＝１０.１４円） 

口腔・栄養スクリーニング

加算（Ⅰ） 
２０単位/回（6 月に１回） 

利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康

状態及び栄養状態について確認を起行い、当該情報を

担当する介護支援専門員に提供する。 

科学的介護推進体制加算 ４０単位/月 

利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知状

況その他利用者の心身の状況等の係る基本的な情報を

厚生労働省に提出し、必要に応じて指定通所介護の提

供に当たって情報を活用する。 

サービス提供体制強化加算 

（Ⅰ） 

要支援１・事業対象者 

８８単位/月 介護職員の総数のうち、介護福祉祉士の占める割合が

１００分の７０以上である事を満たしている為。 要支援２ 

１７６単位/月 

サービス提供体制強化加算 

（Ⅱ） 

要支援１・事業対象者 

７２単位/月 介護職員の総数のうち、介護福祉祉士の占める割合が

１００分の５０以上である事を満たしている為。 要支援２ 

１４４単位/月 

若年者認知症受け入れ加算 ２４０単位/月 
６４歳以下の若年性認知症と認められた方が対象とな

ります。 

３．その他加算項目 

介護職員等の処遇改善に関する加算（７級地 1 単位＝１０.１４円） 

介護職員処遇改善加算 

(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) 

の何れかを算定 

介護職員の処遇改善の目的で平成 22 年 10 月より創設され、平成 23 年 3 月で終

了する介護職員処遇改善交付金の効果を維持するため、平成 24 年度の介護報酬改

定より介護報酬において介護職員処遇改善の目的として創設。厚生労働省が定め

るキャリアパスの一定要件をクリアすることで算定が可能。 

(Ⅰ) 
基本サービス費に当施設が算定する各種加算を加えた単位数合計に国の

定める加算率(※1)を乗じた単位数で算定。  ※1=通所介護は５．９% 

(Ⅱ) ４３/１０００ 

(Ⅲ) ２３/１０００ 

【介護職員処遇改善加算の単位数の計算方法】 

(基本単位＋各種加算の合計)×(加算率)%=介護職員処遇改善加算単位数 

(1 単位未満の端数は四捨五入) 

 

介護職員等特定処遇改善加算 

(Ⅰ)(Ⅱ) 

の何れかを算定 

技能・経験のある介護職員の処遇改善を目的に、既存の処遇改善加算に上乗せす

る形で介護報酬が加算される。 

・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること 

・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じ

た見える化を行っていること 

(Ⅰ) 
サービス提供体制強化加算の最も上位の区分を算定していること。 

*通所介護・介護予防通所サービス・生活支援通所サースは１.２% 

(Ⅱ) 
現行加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを算定していること 

*通所介護・介護予防通所サービス・生活支援通所サースは１.０% 

【介護職員等特定処遇改善加算の単位数の計算方法】 

(基本単位＋各種加算の合計)×(加算率)%=介護職員等特定処遇改善加算単位数 

(1 単位未満の端数は四捨五入) 

 

＜介護保険給付外サービス（法定外給付サービス）＞ 

昼   食   費 ５４０円／１日（食材料費及び調理費相当額） 
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地 域 外 送 迎 料 金 

通常の事業の実施地域を越えた地域に居住するご利用者に対して行う送迎に要

する費用は、１キロメートルにつき２０円頂きます。 

（岡山市、倉敷市、総社市以外の地域） 

文      書      料 １,０００円 

基本時間外施設利用料金  ５００円/ ３０分 

 


